
告 示

◉金沢市告示第249号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び金沢市公園条例（昭和39年条例第８号）第16条第４項

の規定により、金沢スタジアムの指定管理者を次のとおり指定したので、同条例第17条の規定により告示します。

　　令和５年９月21日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

施 設 の 名 称
指　　定　　管　　理　　者

指 定 の 期 間
所　在　地 名　　　称

金沢スタジアム 金沢市示野町西２番地 金沢スタジアム共同事業体
令和５年 10 月１日から

令和８年３月 31 日まで
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令和５年（2023年）９月21日

〒920 - 8577

金沢市広坂１丁目１番１号

金 沢 市 役 所

（毎月３回　１日　11日　21日発行）

発行所
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○金沢スタジアムの指定管理者の指定について
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令和５年（2023年）９月21日　発行   発行人

　　　　　　　　　　　　　　　   発行所

金 沢 市

金 沢 市 役 所

（株）　共　　　栄　　　　　　　編　集  石川県金沢市玉鉾４丁目166番地


